
   鹿児島市建設工事等競争入札参加資格審査要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、鹿児島市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号。

以下「法」という。）第２条第１項に規定する建設工事をいう。）の請負契約並びに建設工

事に付帯する測量、調査及び設計の業務の契約（以下これらを「建設工事等の契約」という。

）に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者（以下

「競争入札参加者」という。）の資格審査について、必要な事項を定めるものとする。 

 （申請書の提出） 

第２条 鹿児島市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札に参加しようとする者は、別に

定める一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）に、関係

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、競争入札参加者の資格、申請書の提出の時期、場所及び方法等必要な事項をあら

かじめ公告するものとする。 

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により公告された申請書の提出の時

期を経過した後においても申請書を提出させることができる。 

 （欠格事項） 

第３条 前条の規定により申請書を提出した者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は入

札に参加する資格を有しないものとする。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

(2) 鹿児島市契約規則第２条第１項の規定に該当する者 

 （資格） 

第４条 競争入札参加者の資格は、次に掲げるところによる。 

(1) 建設業にあっては、次のいずれにも該当する者であること。ただし、特別の工事等につ

いては、この限りではない。 

ア 法第３条の規定による許可を有する者であること。 

イ 法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受け、法第２７条の２９第１項に

規定する総合評定値の通知を受けている者であること。 

ウ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第３条第３項に規定する適用事業所の事業主

にあっては、同法第４８条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行ってい

る者であること。 

エ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第６条第１項に規定する適用事業所の

事業主にあっては、同法第２７条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行

っている者であること。 

オ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項に規定する適用事業を行う事



業主にあっては、同法第７条の規定による被保険者となったことの届出を行っている者

であること。 

(2) 測量業にあっては、測量法第５５条第１項の規定による登録を受けている者であること。 

(3) 建築設計業にあっては、建築士法第２３条第１項の規定による登録を受けている者であ

ること。ただし、同法第３条第１項及び第３条の２第１項に規定されている建築物以外の

建築物の設計又は工事監理については、この限りでない。 

２ 資格審査は、２年度に１回行う定期の審査及びその中間の年度に１回行う追加の審査とす

る。 

 （工事施工能力） 

第５条 競争入札参加者の工事施工能力の審査は、工事の種類（以下「工種」という。）ごと

に次に掲げる事項のそれぞれの点数を合計したもの（以下「総合点数」という。）により行

うものとする。 

(1) 客観的事項  法第２７条の２９第１項に規定する総合評定値の点数（以下「客観点数」

という。） 

(2) 主観的事項  次に掲げる項目ごとに、別に市長が定める基準により算定した点数の合計

点数（以下「主観点数」という。） 

ア 工事成績・市工事施工高 

イ 登録年数 

ウ 減点要素 

エ その他の加算要素 

２ 市長は、競争入札参加者を、総合点数の高点順に配列するものとする。 

 （格付） 

第６条 競争入札参加者（鹿児島県内に本店を有しない者を除く。）に必要な格付は、前条の

審査結果を総合的に勘案して土木一式工事及び建築一式工事についてはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４

等級に、舗装工事、電気工事及び管工事についてはＡ、Ｂ、Ｃの３等級に、造園工事につい

てはＡ及びＢの２等級に区分し、工種ごとに工事規模別発注件数状況を基準に、等級ごとに

必要な工事施工能力等を勘案して別に定める格付基準に基づいて格付するものとする。ただ

し、建築一式工事のＡ級は、特定建設業の許可を有している者について格付することができ

るものとする。 

２ 前項に規定する工種以外の工種については、等級区分の格付は行わない。 

３ 次の各号に掲げる者の格付は、前条の審査に基づき算定された総合点数にかかわらず、当

該各号に掲げるところによる。 

(1) 第１項の規定により格付がされた者であって、その後の工事施工能力の審査において、

当該格付により区分された等級の上位の等級となるべき点数を有することとなった者 現

等級の直近上位の等級の最下位 



(2) 新たに競争入札に参加する資格があると認めた者 各工種ごとの最下位の等級の最下位 

(3) 経営不振となった者 各工種ごとの最下位の等級の最下位（前号に掲げる者の等級に対

しては、その上位とする。） 

(4) 申請書に添付された関係書類に基づく官公庁の完成施工実績が別に定める等級区分に対

応する発注基準額（以下「発注基準額」という。）の下限額の９０パーセントを満たして

いない者 当該官公庁の完成施工実績を０．９で除して得た額が該当する発注基準額に対

応する等級 

(5) 年間平均完成工事高が発注基準額の下限の２倍の額を満たしていない者 当該年間平均

完成工事高を２で除して得た額が該当する発注基準額に対応する等級 

４ 市長は、競争入札参加者を格付しようとするときは、鹿児島市建設工事等競争入札参加有

資格者格付等審査委員会（以下「審査委員会」という。）に当該格付について審査させるも

のとする。 

５ 審査委員会について必要な事項は、市長が別に定める。 

 （有資格者名簿） 

第７条 競争入札に参加する資格があると認めた者については、鹿児島市建設工事等競争入札

参加有資格業者名簿（以下「名簿」という。）に登載するものとする。ただし、第２条第３

項の規定により申請書を提出した者で、資格があると認めた者については名簿に追加して登

載する。 

２ 前項の名簿は、市長が認定したときに確定する。 

 （名簿登載の通知） 

第８条 市長は、名簿が確定したときは、有資格者に対して、名簿に登載した旨を通知すると

ともに、等級区分のある工事については、等級、客観点数、主観点数及び総合点数、等級区

分のない工事については、客観点数も併せて通知するものとする。 

 （有効期間） 

第９条 名簿の有効期間は、名簿が確定した日から、その日の属する年度の翌年度の末日まで

とする。ただし、市長が新たに名簿を確定する日の前日までは、その効力を有するものとす

る。 

２ 現に名簿に登載されている者が、新たに名簿が確定する年度に係る申請書を提出しなかっ

たときは、その者の名簿の有効期間は、前項の規定にかかわらず、新たに名簿が確定する年

度の前年度の末日までとする。 

３ 第７条第１項ただし書の規定により追加して登載された者の有効期間は、当該追加して登

載された日から当該追加して登載された名簿の有効期間までとする。 

 （名簿の公表） 

第１０条 市長は、名簿が確定したときは速やかに、閲覧に供するものとする。 

 （変更等の届出） 



第１１条 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる

者は、速やかに市長にその旨を届け出るものとする。 

(1) 代表者が死亡したとき その相続人 

(2) 法人が合併により消滅したとき 当該法人の役員であった者 

(3) 法人が破産により解散したとき 当該法人の破産管財人 

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき 当該法人の清算人 

(5) 廃業（建設業の一部を廃業した場合を含む。）したとき 本人又は法人である場合にあ

っては当該法人の役員 

２ 有資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに市長にその旨

を届け出るものとする。 

(1) 住所 

(2) 商号又は名称 

(3) 法人の場合にあっては代表者の役職及び氏名、個人の場合にあってはその者の氏名 

(4) その他市長が必要と認める事項 

 （競争入札参加資格の取消し） 

第１２条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、審査委

員会に諮り、その者の競争入札参加資格を取り消すことができるものとする。 

(1) 第３条各号に該当することとなったとき。 

(2) 不正の手段により競争入札参加資格の認定を受けたと認められるとき。 

(3) 競争入札参加資格の辞退の申出があったとき。 

２ 市長は、有資格者が前条第１項第２号から第５号（建設業の一部を廃業した場合を除く。

）までに該当することとなったときは、審査委員会に諮り、その者の競争入札参加資格を取

り消すものとする。 

３ 前２項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、その旨を有資格者に通知する

とともに名簿から削除するものとする。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   付 則 

１ この要綱は、昭和５６年３月１日から施行する。 

２ 鹿児島市建設工事競争入札参加資格審査要綱（昭和４２年４月２９日制定）は廃止する。

   付 則 （昭和５６年８月１日一部改正） 

   付 則 （昭和６０年４月１日一部改正） 

   付 則 （昭和６１年４月１日一部改正） 

   付 則 （昭和６３年１月１日一部改正） 

   付 則 （平成元年７月１日一部改正） 



   付 則 （平成６年７月６日一部改正） 

   付 則 （平成７年７月１日一部改正） 

   付 則 （平成９年６月３０日一部改正） 

 この要綱は、平成９年７月１日から施行する。 

   付 則 （平成１２年６月２７日一部改正） 

 この要綱は、平成１２年６月３０日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１３年７月１０日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１７年６月２８日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１９年６月２９日から施行する。                   

付 則 

 １ この要綱は、平成２７年１月９日から施行する。                 

 ２ 改正後の鹿児島市建設工事等競争入札参加資格審査要綱の規定は、この要綱の施行の日

以後に申請のあった競争入札参加資格の審査について適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成３０年６月２７日から施行する。 


